
別紙１

○ 加工食品品質表示基準（平成１２年３月３１日農林水産省告示第５１３号）(抜
粋)

（加工食品の義務表示事項）
第３条 加工食品（業務用加工食品を除く。以下この条から第４条の２までにおいて

同じ の品質に関し 製造業者 加工包装業者 輸入業者又は販売業者 以下 製。） 、 、 、 （ 「
造業者等」という ）が加工食品の容器又は包装に表示すべき事項は、次のとおり。
とする。ただし、飲食料品を製造し、若しくは加工し、一般消費者に直接販売する
場合又は飲食料品を設備を設けて飲食させる場合はこの限りでない。
(1) ～(6) ［略］

２～４
５ 別表２に掲げる加工食品（輸入品を除く。以下「対象加工食品」という ）にあ。

っては、製造業者等がその容器又は包装に表示すべき事項は、第１項各号に掲げる
もののほか、原料原産地名とする。

６・７ ［略］

（加工食品の表示の方法）
第４条 前条第１項第１号から第６号までに掲げる事項、同条第２項の固形量及び内

容総量、同条第３項の固形量、同条第４項の消費期限並びに同条第５項の原料原産
地名の表示に際しては、製造業者等は、次の各号に規定するところによらなければ
ならない。
( ) 原料原産地名8

対象加工食品にあっては、主な原材料（原材料に占める重量の割合が最も多い
生鮮食品（生鮮食品品質表示基準（平成１２年３月３１日農林水産省告示第５１
４号）第２条に規定するものをいう。以下同じ ）で、かつ、当該割合が５０％。
以上であるものをいう。以下同じ ）の原産地を、次に定めるところにより事実。
に即して記載すること。
ア 国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を記載するこ

と。ただし、国産品にあっては、国産である旨の記載に代えて次に掲げる地名
を記載することができる。
(ｱ)・(ｲ) ［略］
(ｳ)水産物にあっては、生産（採取及び採捕を含む ）した水域の名称（以下。
「水域名」という 、水揚げした港名、水揚げした港又は主たる養殖場が属。）
する都道府県名その他一般に知られている地名

イ～オ ［略］



○ 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和２５年５月１１日法
律第１７５号 （抜粋））

（製造業者等が守るべき表示の基準）
第１９条の１３ 農林水産大臣は、飲食料品の品質に関する表示の適正化を図り一般

消費者の選択に資するため、農林物資のうち飲食料品（生産の方法又は流通の方法
に特色があり、これにより価値が高まると認められるものを除く ）の品質に関す。
る表示について、農林水産省令で定める区分ごとに、次に掲げる事項のうち必要な
事項につき、その製造業者等が守るべき基準を定めなければならない。
一 名称、原料又は材料、保存の方法、原産地その他表示すべき事項
二 表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して製造業者等が遵守すべき事

項
２ ［略］

（表示に関する指示等）
第１９条の１４ 農林水産大臣は、前条第１項若しくは第２項の規定により定められ

た同条第１項第一号に掲げる事項（以下「表示事項」という ）を表示せず、又は。
同項若しくは同条第２項の規定により定められた同条第１項第二号に掲げる事項
（以下「遵守事項」という ）を遵守しない製造業者等があるときは、当該製造業。
者等に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすること
ができる。

２ ［略］


